
白河市こども計画　代用計画 （別添）

令和７年度以降のこども誰でも通園制度の利用需要と提供体制

都道府県 福島県 担当者名

市区町村 白河市 電話番号

所属（課・室） こども育成課保育係 メールアドレス

見込み・
計画数

うち
新規整備

見込み・
計画数

うち
新規整備

見込み・
計画数

うち
新規整備

見込み・
計画数

うち
新規整備

見込み・
計画数

うち
新規整備

0 歳 児

１ 歳 児

２ 歳 児

合 計

0 歳 児

１ 歳 児

２ 歳 児

合 計

0 歳 児

１ 歳 児

２ 歳 児

合 計

0 歳 児

１ 歳 児

２ 歳 児

合 計

0 歳 児

１ 歳 児

２ 歳 児

合 計

0 歳 児 0. 0. 3. 0. 3. 0. 3. 0. 3. 0.

１ 歳 児 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0.

２ 歳 児 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0.

合 計 3. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0.

　担当者連絡先

薄葉

0248-28-5525

kodomoikusei@city.shirakawa.fukushima.jp

令和7年4月1日 令和8年4月1日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日
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別添４の積算方法について 

 

・就学前児童数 

　　現行の計画と同数とした 

　 

・対象児童数 

　　就学前児童数から現行計画上の 3号認定者数を差し引いたもの 

　　なお、0歳児は 6カ月経過児から受入れるため、児童数を２で除してから差し引いた 

 

・利用率 

　　０歳児…試行段階では受け入れていないため、次の方法により積算した 

他自治体は 10%と見込んでいるところが多いが、本市では試行段階での他の年

齢児との利用率との乖離が激しいため、他の自治体の利用割合と本市における

他年齢児の利用割合との平均値とした 

　　１歳児…試行段階の利用率による 

　　２歳児…試行段階の利用率による 

　　また、８年度以降は制度の認知が進むと見込まれることから微増とした 

 

・利用者数 

　対象児童数に利用率を乗じ、端数を切り上げたもの 

 

・必要受入れ時間数 

　利用者数に月の上限時間である 10 を乗じたもの 

 

・必要定員数 

　実施する園の受け入れ上限とした 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

【制度の概要】 

　・国が現行の幼児教育・保育に加え、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用でき

る乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を創設。 

　・令和８年度より、全ての自治体で実施する「給付制度」となる。 

 

 

【実施内容】 

・実施施設等 

 

・利用要件　　市内在住の保育園・幼稚園・認定こども園等に通っていない 

０歳６か月～満２歳までの乳幼児 

・実 施 日　　月曜日～金曜日 

・利用時間　　９時１５分から１４時１５分の間 

　　　　　　　※月１０時間まで 

・利 用 料　　３００円／時間 

　　　　　　　※給食の提供を受ける場合は、別途実費徴収 

　　　　　　　※市民税課税状況による減免あり 
 

 

【参考】令和６・７年度試行的実施実績 

実施場所：わかば保育園（一時預かりと同室） 

対象年齢：満１・２歳 

利用実績： 

 0 歳 1 歳 2 歳 3歳 4歳 5 歳 6 歳～

 就労等の 

要件必要
保育園、認定こども園等（保育部門）

小学校
 就労等の 

要件不要

乳児等通園支援制度 

(こども誰でも通園制度)

幼稚園、認定こども園 

（教育部門）

 実施形態 実施施設 対象年齢 利用定員

 
一般型

わかば保育園 

一時預かり「ぱんだ組」
満１・２歳児 ３名

 
余裕活用型

さくら保育園 

０歳児室

０歳６か月児 
～１歳未満

３名

 実施期間 利用者数 利用回数

 R6.7.1～R7.3.31 ５人 １５回

 R7.4.1～R7.12.31 ２人 ５回

こども誰でも通園事業について
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